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代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 中村 健治 
問合せ先責任者 役職名 管理部担当取締役  氏名 内海 國夫  ＴＥＬ (03)3423－0004 
決算取締役会開催日 平成 16 年 12 月 3 日          中間配当制度の有無    有・無 
定時株主総会開催日 平成 16 年 12 月 27 日         単元株制度採用の有無  有（１単元    株）・無 
 
１． 16年 9月期の業績（平成 15年 10月 1日～平成 16年 9月 30日） 
(1)経営成績 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

16年 9月期 
15年 9月期 

1,660   
1,088   

52.6 
44.9 

206  
117  

75.2
508.3

205   
120   

71.5
530.6

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本 
経 常 利 益 率 

売 上 高
経 常 利 益 率

 百万円 ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

16年 9月期 
15年 9月期 

106   
56   

88.4  
831.8  

17,261.48
9,162.12

17,261.48
9,162.12

10.8
6.5

16.0 
10.8 

12.4
11.0

(注) ①期中平均株式数 16 年 9 月期     6,150 株  15 年 9 月期    6,150 株 
     ②会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
（年   間） 配当性向 

株主資本 
配 当 率     

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
16年 9月期 
15年 9月期 

0 00
0 00

0 00 
0 00 

0 00
0 00

0
0

－ 
－ 

－
－

 
 
(3)財政状態 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

16年 9月期 
15年 9月期 

1,289 
1,110 

978
872

75.9 
78.6 

159,171.32
141,909.84

(注) ①期末発行済株式数 16 年 9 月期  6,150 株      15 年 9 月期   6,150 株 
    ②期末自己株式数   16 年 9 月期     － 株      15 年 9 月期     －株 
 
(4)キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

16年 9月期 
15年 9月期 

△8 
51 

△9
△9

－ 
－ 

476
494

 
 
２．17年 9月期の業績予想（平成 16年 10月 1日～平成 17年 9月 30日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

959 
2,236 

60
335

30
167

0 00 
－ 

－ 
0 00 

－
0 00

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 23,468 円 11 銭 

（注）平成 16 年 12 月 16 日時点での発行済株式数(7,150 株)により算出しております。 

※業績予想に関しましては現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、

リスクや不確定要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予測とは異なる

可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の４頁から５頁をご参照くださ

い。 
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１． 企業集団等の状況 

当社は関係会社がないため、記載すべき該当事項はありません。 

２． 経営方針 

（1） 経営の基本方針 

当社は、環境性・経済性に寄与するＥＳＣＯ（ENERGY SERVICE COMPANY）事業を通じて、広く社会

に貢献することを経営方針に掲げ、事業を推進してまいります。 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤の強化を図るため、事業再投資を中心に且つ内部留保とのバランスから、会社業

績の動向により配当を含めた株主への利益還元に取り組んでいく方針であります。事業再投資につき

ましては、投資効率の観点から取り組んでいく所存であります。 

（3）目標とする経営指標 

当社はＲＯＥ（株主資本利益率）を重視して事業を推進して参ります。 

（4）中期的な経営戦略 

①エスコ事業 

今後、当社は戦略的事業パートナーとの提携を強化し、ＥＳＣＯ事業の市場拡大に努めて参る所

存であります。 

契約形態としては主力のギャランティード・セイビングス方式を推進すると同時に、顧客ニーズ

の多様化に対応する上でシェアード・セイビングス方式にも取り組んで参ります。計画上の全売上

高に占める「ギャランティード・セイビングス方式」対「シェアード・セイビングス方式」の比率

は、投資効率を勘案し、概ね９対１の割合で計画しております。 

また、金融ファイナンス能力の拡充を図るため、我が国においては未成熟なプロジェクト・ファ

イナンスの推進にも注力して参ります。 

技術的な面に関しては、現行の照明・動力を中心とした収益を中心に、新技術の導入を押し進め、

収益内容と収益基盤の拡大を図って参ります。 

 

②エスコ関連材料販売 

新製品の開発を積極的に行い省電舎ブランドの市場での地位を高める計画であります。エスコ関連

材料販売は今後、収益の安定化を図る上で重要な事業であり、既存の蛍光灯用電子安定器を中心とし

た製品の売上と新たなエネルギー削減アイテムであるウォーターフリーの拡販に伴う消耗品売上の

拡大。新製品の投入により自社独自製品の販売力を強化し、収益基盤の確立を推し進めて参ります。 

 

③その他事業 

その他事業は主にエスコ事業の附属サービスを中心とした事業であります。既存事業を継続しつつ、

受注確保に努めて参ります。 

 

（5）対処すべき課題 

京都議定書の発効に伴い、国際的な温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みはさらに加速度を増す

2 



ことが想定されます。 

我が国における環境会計導入企業の増加やＣＳＲ（企業の社会的責任）への注目の高まりに表れてい

るとおり、国内外を問わず、環境への関心が高まりつつある状況にあります。こうした環境の下でＥＳ

ＣＯ事業は、地球環境の保全や企業におけるコスト削減を推進する新たなビジネスとして導入・促進に

向けた取り組みが図られており、今後の市場の拡大が予測されております。 

このような状況下で戦略的事業パートナーの強化及び提案力をより一層高め、顧客ニーズに対応して

いくことが、当社の事業を拡大していく上で重要な課題であると認識しております。 

また、エスコ事業の骨子であるエネルギー削減保証能力の拡大の方策として、新たな削減手法の研究

とエネルギー使用量の削減に貢献する効率性の高い製品の開発に引き続き取り組んで参ります。 

事業戦略上、優秀な人材の確保・育成を進めていくためのインセンティブプランの活用及び総合的な

エスコナレッジの共有を進めること等による個々の人材の対応力と生産性を高めていく方針でありま

す。 

 

（6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、国策国益に則ったエスコ事業を推

進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行って参ります。株主

及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やＣＳＲ

（企業の社会的責任）に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。今後、

コーポレート・ガバナンスの充実に向け、各界の経験者で構成される社外取締役制度を採用し、経

営の実質的な戦略、意思決定およびコンプライアンスの充実を計る体制を構築する予定であります。 

 
②意思決定の仕組み 

当社の意思決定の仕組みは、代表取締役もしくは取締役が取締役会での議案を作成し、取締役会

での審議の上、取締役会決議により決定しております。 

取締役会は月１回実施しておりますが、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社を取巻く環境

の変化に適切に対応し経営判断の遅れを極力排除する仕組みを構築しております。臨時取締役会は

代表取締役を含む各取締役が起案し、代表取締役の承認により開催しております。 

 
③役員構成 

当社の全役員は７名であり、常勤取締役５名で取締役会を構成しております。上場企業経営経験

者を取締役に配置する等、多様な経営経験者が取締役として、それぞれの担当部門の執行にあたっ

ております。監査役は常勤監査役、非常勤監査役共に取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査

しております。 

 
④リスク管理体制の整備状況 

当社は企業経営に重要な影響を及ぼすリスクに対し、取締役会で想定されるリスクの回避及びリ

スク発生時における対応に関し審議しております。また法務・会計の専門家の助言を受けておりま
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す。 

 
⑤タイムリーディスクロージャー 

当社は、株主の権利を保護する立場から、株主の平等性の確保等を推進するとともに、会社の財

政状況、業績やガバナンスを含む重要事項について、積極的なディスクロージャーに取り組んでい

く所存であります。 

 

３． 経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当期におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、中国をはじめとする景気拡大を受けた

輸出の増加やアテネオリンピック開催の影響等によるデジタル家電市場の需要拡大等に押され景気回

復基調が見られ始めましたが、国内企業の二極化現象は、より一層顕著になっております。 

このような状況において、当社の主力事業であるＥＳＣＯ事業は、国内企業の民生業務部門の伸びや

生産工場の国内回帰等による設備投資意欲の好転と同時に世界規模で地球環境保全への関心の高まり

を背景にしたＥＳＣＯ事業の認知度の向上により、前年に引き続き、順調に伸長する事ができました。

今後、日本政府も各企業に対し、本格的に温室効果ガス削減に関する指導を行なうことが想定され、こ

の情勢は当期に止まらず、今後もより一層強まっていくものと推測されます。 

当期においては、当社の主力事業であるＥＳＣＯ事業による売上が伸長した結果、売上高は

1,660,984 千円（前期比 52.6％増）、経常利益は 205,959 千円（前期比 71.5%増）、税引前当期純利益

は 202,158 千円（前期比 68.8%増）、当期純利益は 106,158 千円（前期比 88.4%増）となりました。 

 

（2）財政状態 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、17,898

千円減少し、476,248 千円となりました。 

なお、当事業年度中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において、営業活動の結果、使用した資金は8,859千円（前年同期比マイナス60,100千

円）となりました。これは税引前当期純利益202,158千円となったものの、売上債権の減少179,299

千円、法人税等の支払額の発生100,917千円があったこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において、投資活動の結果、使用した資金は9,038千円（前年同期比プラス579千円）と

なりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5,181千円および無形固定資産の取得による

支出1,700千円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローはありません。 

 

（3）次期の見通し（平成 16 年 10 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 

京都議定書の発効に伴い、国際的な温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みはさらに加速度を増す

4 



ことが想定されます。 

我が国における環境会計導入企業の増加やＣＳＲ（企業の社会的責任）への注目の高まりに表れてい

るとおり、国内外を問わず、環境への関心が高まりつつある状況にあります。こうした環境の下でＥＳ

ＣＯ事業は、地球環境の保全や企業におけるコスト削減を推進する新たなビジネスとして導入・促進に

向けた取り組みが図られており、今後の市場の拡大が予測されております 

当社はこのような状況下で戦略的事業パートナーの強化及び提案力をより一層高めていくと共に、エ

ネルギー削減保証能力の拡大の方策として、新たな削減手法の研究とエネルギー使用量の削減に貢献す

る効率性の高い製品の開発に引き続き取り組んで参ります。 

以上の見通しにより、平成 17 年 9 月期の業績予測は売上高 2,236 百万円、経常利益 335 百万円、当

期純利益 167 百万円を見込んでおります。 

 

※業績予想に関しましては現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスクや不

確定要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予測とは異なる可能性があります。 

 

４． 当社の事業内容等に関する特別記載事項 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示して

おります。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場

合の対応に努める方針ですが、投資判断は以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を伸長に検討し

た上で行なわれる必要があります。また、以下の記載は投資に関するすべてを網羅しているものではあ

りませんのでご留意ください。 

 

イ．エスコ事業について 

当社の主たる事業であるエスコ事業は、対象施設全体の全エネルギー源に対する調査・診断・コンサ

ルティングから施工、維持管理、その後の効果測定・検証・金融情報の提供までを一貫して行い、実

施したエネルギー削減策について、一定のエネルギー削減効果を保証するものであります。 

契約形態はギャランティード・セイビングス契約（エネルギー削減量保証契約）とシェアード・セイ

ビングス契約（エネルギー削減量分与契約）があり、いずれの場合も一定のエネルギー削減効果を保

証するパフォーマンス契約を包含するものであります。 

ギャランティード・セイビングス契約は、顧客である企業自身が省エネルギー設備を所有し、その資

金調達も行うもので、省エネルギー効果（エネルギー費用削減分）のなかで省エネルギー設備費用、

金利、エスコ事業者の費用等のエスコ導入費用を負担し、これを上回る省エネルギー効果は企業の利

益となるものです。現在、当社が主として行っているのは、ギャランティード・セイビングス契約に

よるものであります。 

一方、シェアード・セイビングス契約は、エスコ事業者が省エネルギー設備を所有して顧客企業に貸

与または当該設備によりエネルギーを供給し、エネルギー削減効果（エネルギー費用削減分）を顧客

企業とエスコ事業者で分与するもので、顧客企業から省エネルギー効果（エネルギー費用削減分）の
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一定割合がエスコ事業者に支払われ、省エネルギー設備の導入費用等を負担します。 

エスコ事業においては、ギャランティード・セイビングス契約とシェアード・セイビングス契約のい

ずれの場合も一定のエネルギー削減効果を保証するパフォーマンス契約を包含しており、これまでに

当社では契約したエネルギー削減効果が実現できずに補償するに至ったことはありませんが、一定の

エネルギー削減効果が実現できない場合には、エスコ事業者は顧客企業に対してパフォーマンス契約

に記載するエネルギー削減保証値を補償するリスクを負っております。 

また、シェアード・セイビングス契約の場合には、エスコ事業者が省エネルギー設備を所有するため、

省エネルギー設備の投資に係る回収リスク、設備投資に必要な資金調達による金融リスクを負うこと

があります。なお、ギャランティード・セイビングス契約に関して、現時点において一取引先のリー

ス取引について保証を行なっております。 

当社の経営方針としましては、引き続きギャランティード・セイビングス契約を中心としつつ、シェ

アード・セイビングス契約を行っていく方針であります。 

 

ロ．エスコ事業を取り巻く環境等について 

エスコ事業は、1970 年代に米国で始まった事業であり、わが国において具体的な研究が始まったの

は、1996 年 4 月に通商産業省（現 経済産業省）資源エネルギー庁省エネルギー石油代替エネルギー対

策課内に「エスコ検討委員会」が設置されたことによります。1997 年には、財団法人省エネルギーセ

ンター内に「エスコ事業導入研究会」が設置され、条件整備に向けた調査・検討がなされ、1999 年に

は民間としてエスコ推進協議会が設立され、エスコ事業の開発・育成を目指して参りました。この背

景には、国際的に地球環境問題に取り組むため、1997 年に気候変動枠組み条約第３回締約国会議にお

いて温室効果ガスの削減目標が設けられ、温室効果ガスの排出の抑制への取り組みがあります。 

また、環境経営の取り組みにおいて、ISO14001 の取得企業の増加や環境会計導入企業の増加に現れ

ているとおり、環境への関心が高まってきている状況があります。 

このような環境のもとでエスコ事業は、省エネルギーを推進する新たなビジネスとして導入・促進に

向けた取り組みが図られており、「エスコ事業導入研究会」の報告（平成 10 年 3 月）によれば、エス

コ事業の潜在的市場規模は業務部門・産業部門の合計で 2 兆 4,715 億円と推計されております。しか

しながら、エスコ事業の普及に向けた取り組みが開始されてあまり年数を経ておらず、エスコ事業が

広く社会に認知される過渡期にあると考えられます。今後のエスコ事業の拡大・発展には、エスコ事

業に対する一層の認知度の向上、エスコ事業の普及に向けた税制の拡充等の制度的な整備等も進展す

ることが必要であると考えられ、これらの状況如何によっては、エスコ事業の拡大・発展は大きな影

響を受けると考えられます。 

 

ハ．エネルギー単価の変動ついて 

エスコ事業は、省エネルギーに関する一貫したサービスの提供を行い、実施したエネルギー削減策に

ついて、一定のエネルギー削減効果を保証するものでありますが、エネルギー使用量の削減によるエ

ネルギー費用の削減は、電力等のエネルギーの単価が変動することによって影響を受けることになり

ます。一般に、電力等の単価の上昇はエネルギー費用の削減額の増加につながり、反対に単価の下落

はエネルギー費用の削減額の減少につながります。エスコ事業では、エネルギー費用の削減額が投資
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効果に影響するため、エネルギー単価の変動によってはエスコ事業による省エネルギー施策のメリッ

トが希薄化され、または失われることによりエスコ事業による提案が採用されず、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

ニ．法的規制について 

エスコ事業のビジネスモデルの一部である施工業務サービスを行うにあたり、建設業を営む者の資質

の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによる適正な施工品質の維持や発注者の保護等を

定めた建設業法の規制を受けております。建設業法第３条第１項の規定により建設工事の種類ごとの

許可制となっている為、当社は以下に記載する特定建設業許可を取得しております。 

当社の主要な事業活動の継続には下記許可が必要ですが、現時点において、当社は建設業法第８条、

第 28 条及び第 29 条に定められる免許の取消（当社の役員が禁固以上の刑に処せられ、あるいは障害、

脅迫、背任等の罪により罰金の刑に処されたとき等）、営業停止（請負契約に関し不誠実な行為をした

とき等）または更新欠格（免許の取消事由に該当する場合及び許可の有効期限までに更新を行わなか

った場合等）事由に該当する事実はないと認識しております。しかしながら、将来、許可の取消し等

の事由が生じた場合、当社の事業遂行に支障をきたし、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

取得年月 許認可等の名

称 

所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 

平成 13 年 5

月 
特定建設業 

東京都知事 

( 国 土 交 通

省) 

建設業の種類 電気工事業 

許可番号（特-13）第 96523

号 

平成 13年 5月 30 日

から 

平成 18年 5月 29 日

まで 

以後 5年ごとに更新

平成 15 年 1

月 
特定建設業 

東京都知事 

( 国 土 交 通

省) 

建設業の種類 管工事業 

許可番号（特-14）第 96523

号 

平成 15年 1月 30 日

から 

平成 20年 1月 29 日

まで 

以後 5年ごとに更新

 

ホ．経営成績の変動について 

当社の最近５事業年度における業績の推移は以下のとおりであります。 

第 15 期（平成 12 年 9 月期）から第 16 期（平成 13 年 9 月期）においては、景気低迷が続くなか一部

に明るい兆しがみえたものの本格的な回復には至らずデフレ傾向が続いておりました。こうしたなか当

社は、環境への関心の高まりや経費節減に向けた企業の取り組みによりエスコ事業売上が順調に推移し

た結果、増収増益で推移しております。 

第 17 期（平成 14 年 9 月期）においては、景気低迷のなか個人消費は落ち込み、企業は設備投資を抑

制し、工場の統廃合や海外移転の動きが目立つ環境でありました。こうしたなか当社は、当期までは特

に生産工場等を中心に提案活動を行っていたこともあり設備投資を抑制する流れのなかで苦戦し、減収

減益となっております。 

第 18 期（平成 15 年 9 月期）においては、企業業績の回復のなか景気回復の兆しも現れ、設備投資も
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反転の傾向もありましたが、引き続きデフレ傾向が続く状況でありました。こうしたなか当社は、生産

工場等を中心に行っていた営業提案をオフィスビルやホテル等に対しても積極的に行うことで顧客の

多様化を図り収益の安定化に取り組みました。こうした取り組みが奏功した結果、増収増益となってお

ります。 

第19期（平成16年9月期）においては、中国をはじめとする景気拡大を受けた輸出の増加やアテネオリ

ンピック開催の影響等によるデジタル家電市場の需要拡大等に押され景気回復基調が見られ始めました

が、国内企業の二極化現象は、より一層顕著になっております。 

このような状況において、当社の主力事業であるＥＳＣＯ事業は、国内企業の民生業務部門の伸びや

生産工場の国内回帰等による設備投資意欲の好転と同時に世界規模で地球環境保全への関心の高まり

を背景にしたＥＳＣＯ事業の認知度の向上により、前年に引き続き、順調に伸長する事ができました。 

 

回 次 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期

決 算 年 月 平成12年9月 平成13年9月 平成14年9月 平成15年9月 平成16年9月

売 上 高 (千円) 845,842 1,079,447 750,967 1,088,102 1,660,984 

経 常 利 益 (千円) 215,210 187,812 19,047 120,119 205,959 

当 期 純 利 益 (千円) 90,147 96,152 6,047 56,347 106,158 

純 資 産 額 (千円) 717,197 810,350 816,398 872,745 978,903 

総 資 産 額 (千円) 949,259 1,019,913 1,019,428 1,110,138 1,289,563 

従 業 員 数 (名) 9 18 20 20 20 

 （注）１ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推

移については記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用すべき関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載して

おりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 当社は、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 17 期、第 18 期及び第 19 期の財務諸表

についてはあずさ監査法人及びアーク監査法人の監査を受けておりますが、第 15 期並びに第

16 期の財務諸表については当該監査を受けておりません。 

 

ヘ．経営成績の季節変動について 

エスコ事業における施工時期は対象となる設備、施設等を停止、休止することが可能となる時期に行

うことになり、顧客企業の生産・業務活動に影響が軽微な時期に集中する傾向にあります。 

当社の経営成績は、こうした省エネルギー施策の施工時期が休みの時期に集中する傾向に影響を受け

ており、収益が季節的に偏る傾向が強く、特に長期の休みとなるお盆の時期は施工する案件が多くな

っているため、収益が第４四半期に集中しております。 

 

ト．小規模組織であることについて 

当社は平成 16 年 10 月 31 日現在、取締役５名、監査役２名、従業員 21 名の小規模組織であり、内部

管理体制も現在の組織規模に応じたものとなっております。当社は、今後の事業の拡大に伴い人員の
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増強、内部管理体制の一層の充実に努める方針でありますが、当社が必要な人員が確保できない場合

や内部管理体制の充実に適切かつ充分な対応ができない場合、当社の業務遂行及び事業拡大に影響を

及ぼす可能性があります。また、一方で事業の拡大に向けて組織体制を拡充することは、固定費の増

加につながり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

チ．人材の確保について 

当社では、エスコ事業を展開していくうえで人材がもっとも重要な経営資源であると考えており、優

秀な人材を確保し育成していくことを重視しています。採用した人材が知識と経験を身に付け、エス

コ事業における総合的な提案を実践できるには、教育期間が必要であります。当社としては今後の事

業の拡大のため優秀な人材を確保していく方針でありますが、採用した人材が業務遂行において充分

に貢献するまでには時間を要することが考えられ、また、当社が求める人材が確保できない場合、ま

たは、当社から人材が流出するような場合には、当社の業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

 

リ．新規事業についての重要な契約 

2003 年 12 月（平成 15 年 12 月）に当社と米国 FALCON WATERFREE TECHNOLOGIES LLC との間で日本国

内における「ウォーターフリー」（男性用無水小便器）用カートリッジの販売代理店契約を締結してお

ります。本件における知的所有権は全て米国 FALCON WATERFREE TECHNOLOGIES LLC が所有しており、

当社は日本国内におけるエスコ事業者に対する独占販売権は取得しているものの、その他事業者に対

する独占販売権を取得しておりません。米国 FALCON WATERFREE TECHNOLOGIES LLC は当社以外の事業

者に対し販売代理店契約を締結する権利を有しており、また自ら日本法人を設け販売することが可能

であります。したがって、商品供給の停止や販売における競合等が生じることによって販売が困難に

なり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ヌ．配当政策について 

当社は、これまで、事業の拡大並びに経営基盤の強化に向けて内部留保を充実させてきたため、平

成 11 年 9 月期においてのみ配当（15 周年記念配当を含む）を行なっておりますが、基本方針として

利益配当を実施しておりません。今後は、一層の経営基盤の強化を図るため内部留保を勘案しつつ、

会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいく方針であり、配当については、配当性向

等の指標を参考としつつ実施していく方針であります。なお、内部留保資金につきましては、今後の

事業投資並びに経営基盤の強化に活用していく所存であります。 

 

ル．調達資金の使途 

今回計画しております公募増資による調達資金は、エスコ事業の多様化を図る上でシェアード・セ

イビングス方式によるエスコ事業の展開に使用する方針であります。しかしながら、当社の計画通り

に進まなかった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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５．財務諸表 

（1） 貸借対照表 

  
第18期 

(平成15年９月30日現在) 
第19期 

(平成16年９月30日現在) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増減 

   

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  494,483 478,391  △16,091

２ 受取手形  48,729 105,172  56,443

３ 売掛金  360,298 483,154  122,855

４ 材料  99,749 101,044  1,294

５ 未成事業支出金  3,625 13,906  10,281

６ 前渡金  5,847 9,393  3,546

７ 前払費用  1,928 2,362  434

８ 繰延税金資産  8,000 8,000  0

９ その他  2,031 1,434  △596

10 貸倒引当金  △3,400 △3,580  △180

流動資産合計  1,021,293 92.0 1,199,281 93.0 177,988

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物   41,314 41,314   

減価償却累計額  17,800 23,513 18,967 22,346  △1,167

(2) 機械及び装置 ※１ ― 3,920   

減価償却累計額  ― ― 833 3,086  3,086

(3) 車両及び運搬具  1,901 1,901   

減価償却累計額  949 951 1,366 534  △416

(4) 工具器具及び備品  14,451 15,713   

減価償却累計額  8,778 5,673 11,539 4,173  △1,499

(5) 土地  7,517 7,517  0

有形固定資産合計  37,655 3.4 37,658 2.9 3

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウエア  1,128 1,416  287

(2) 電話加入権  80 80  0

無形固定資産合計  1,208 0.1 1,496 0.1 287

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  8,000 8,000  0

(2) 出資金  10 210  200

(3) 長期前払費用  274 115  △158

(4) 敷金及び保証金  6,896 6,931  35

(5) 繰延税金資産  28,000 32,000  4,000

(6) その他  6,800 3,870  △2,930

投資その他の資産合計  49,980 4.5 51,127 4.0 1,146

固定資産合計  88,844 8.0 90,282 7.0 1,437

資産合計  1,110,138 100 1,289,563 100 179,425

    

10 



  
第18期 

(平成15年９月30日現在) 
第19期 

(平成16年９月30日現在) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

増減 構成比 
(％) 

増減 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  53,002 32,141  △20,861

２ 未払金  58,125 146,525  88,400

３ 未払費用  5,139 4,837  △302

４ 未払法人税等  67,095 66,178  △917

５ 未払消費税等  6,697 8,361  1,663

６ 前受金  95 95  0

７ 預り金  956 1,565  609

流動負債合計  191,112 17.2 259,705 20.1 68,592

Ⅱ 固定負債    

１ 役員退職慰労引当金  46,100 50,775  4,675

２ その他  180 180  0

固定負債合計  46,280 4.2 50,955 4.0 4,675

負債合計  237,392 21.4 310,660 24.1 73,267

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 343,000 30.9 343,000 26.6 0

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  242,000 242,000   0

資本剰余金合計  242,000 21.8 242,000 18.8 0

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  5,000 5,000   0

２ 任意積立金    

(1) 別途積立金  190,000 190,000   0

３ 当期未処分利益  92,745 198,903   106,158

利益剰余金合計  287,745 25.9 393,903 30.5 106,158

資本合計  872,745 78.6 978,903 75.9 106,158

負債資本合計  1,110,138 100 1,289,563 100 179,425
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（2） 損益計算書 

  
第18期 

(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 

Ⅰ 売上高    

１ エスコ事業  965,956 1,355,729   

２ エスコ材料販売  101,769 260,225   

３ その他事業  20,376 1,088,102 100 45,029 1,660,984 100 572,882

Ⅱ 売上原価    

１ エスコ事業原価  572,456 949,222   

２ エスコ材料販売原価  49,572 123,133   

３ その他事業原価  15,670 637,699 58.6 23,178 1,095,535 66.0 457,835

売上総利益  450,402 41.4 565,449 34.0 115,046

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１ 貸倒引当金繰入額  2,080 202   

２ 役員報酬  43,780 48,080   

３ 給与、賞与及び手当  106,086 114,291   

４ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 4,300 4,675   

５ 旅費交通費  27,476 28,046   

６ 減価償却費  6,163 4,884   

７ 支払報酬  28,914 27,860   

８ 賃借料  17,054 21,509   

９ その他  96,989 332,845 30.6 109,896 359,447 21.6 26,602

営業利益  117,557 10.8 206,001 12.4 88,444

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5 4   

２ 受取家賃  1,230 1,141   

３ 還付加算金  910 ―   

４ 受取手数料  ― 1,304   

５ その他  430 2,576 0.2 239 2,688 0.2 111
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第18期 

(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 

Ⅴ 営業外費用    

１ 減価償却費  ― 833   

２ 材料評価損  ― 455   

３ 材料廃棄損  ― 1,418   

４ その他  15 15 0.0 22 2,730 0.2 2,715

経常利益  120,119 11.0 205,959 12.4 85,840

Ⅵ 特別利益    

１ 国庫補助金収入  ― ― ― 980 980 0.1 980

Ⅶ 特別損失    

１ 国庫補助金圧縮記帳額  ― 980   

２ 固定資産除却損 ※２ 350 871   

３ ゴルフ会員権評価損  ― 350 0.0 2,930 4,781 0.3 4,431

税引前当期純利益  119,769 11.0 202,158 12.2 82,388

法人税、住民税及び 
事業税 

 71,000 100,000   

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 2,422 ―   

法人税等調整額  △10,000 63,422 5.8 △ 4,000 96,000 5.8 32,577

当期純利益  56,347 5.2 106,158 6.4 49,811

前期繰越利益  36,398 92,745  56,347

当期未処分利益  92,745 198,903  106,158
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（3）キャッシュ・フロー計算書 

  
第18期 

(平成14年10月１日から
平成15年９月30日まで)

第19期 
(平成15年10月１日から
平成16年９月30日まで)

対前年比 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  119,769 202,158 82,388

減価償却費  6,163 5,718 △445

貸倒引当金の増加額  1,100 180 △920

役員退職慰労引当金の増加額  4,300 4,675 375

受取利息及び受取配当金  △5 △4 1

材料評価損  － 455 455

ゴルフ会員権評価損  － 2,930 2,930

材料廃棄損  － 1,418 1,418

固定資産除却損  350 871 521

貸倒損失  － 22 22

売上債権の増加額  △45,392 △179,299 △133,906

たな卸資産の増加額  △39,701 △11,576 28,124

仕入債務の減少額(△)又は増加額  △41,362 48,421 89,784

その他の増加額  13,172 14,418 1,246

未払消費税等の減少額(△)   6,697 1,663 △5,034

小計  25,090 92,053 66,962

利息及び配当金の受取額  5 4 △1

法人税等の支払額(△)又は還付額  26,145 △100,917 △127,062

営業活動によるキャッシュ・フロー  51,241 △8,859 △60,101

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △337 △2,143 △1,806

定期預金の払戻による収入  336 336 0

有価証券の取得による支出  △3,000 ― 3,000

有形固定資産の取得による支出  △3,042 △5,181 △2,138

無形固定資産の取得による支出  ― △1,700 △1,700

その他投資の取得による支出  △3,575 △ 350 3,224

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,617 △9,038 578

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  ― ―

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  41,624 △17,898 △59,522

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  452,522 494,146 41,624

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  494,146 476,248 △17,898
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（4） 利益処分計算書(案) 

  
第18期 

株主総会承認日 
平成15年12月25日 

第19期 
株主総会承認日 
平成16年12月27日 

対前年比 

区分 
 
 

金額(千円) 金額(千円) 増減 

Ⅰ 当期未処分利益  92,745 198,903 106,158

Ⅱ 利益処分額  － － 

Ⅲ 次期繰越利益  92,745 198,903 106,158
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重要な会計方針 

 

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

材料は、移動平均法に基づく原価法、未成事業支出

金は個別法に基づく原価法を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産については、定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 15年～50年 

工具器具及び備品 ５年～15年 

無形固定資産の自社利用ソフトウエアについては社

内における利用可能期間(５年)による定額法によって

おります。 

また、長期前払費用は定額法を採用しております。

３ 固定資産の減価償却の方法 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支払額をもって計上しており

ます。 

(2) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。 

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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(会計処理の変更) 

 

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

１ 「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業

会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)

が平成14年４月１日以後開始する事業年度に係る財務

諸表から適用されることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び適用指針によっております。

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に

関する注記」に記載しております。 

――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第18期 
(平成15年９月30日) 

第19期 
(平成16年９月30日) 

※１ 

 

※１ 有形固定資産に係る国庫補助金による圧縮記帳累

計額は、機械及び装置980千円であります。 

※２ 会社が発行する株式の総数は、24,600株であり、

発行済株式の総数は6,150株(普通株式)であります。

※２ 会社が発行する株式の総数は、24,600株であり、

発行済株式の総数は6,150株(普通株式)であります。

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱UFJ銀行及び㈱東京都民銀行と当座貸越契約

を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円
 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱UFJ銀行及びりそな銀行㈱と当座貸越契約を

締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契約係る借入未実

行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 200,000千円
 

４ 

 

４ 偶発債務 

当社は、一取引先のエスコ事業のリース取引につ

いて保証を行なっており、その債務残高は、

73,200千円であります。 

 

(損益計算書関係)  

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

※１ 研究開発費の総額 

1,839千円

※１ 研究開発費の総額 

797千円

※２ 固定資産除却損は、使用不能となったソフトウエ

アであります。 

※２ 固定資産除却損は、使用不能となったソフトウエ

アであります。 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成15年９月30日現在)

現金及び預金勘定 494,483千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △336千円

現金及び現金同等物 494,146千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成16年９月30日現在)

現金及び預金勘定 478,391千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 2,143千円

現金及び現金同等物 476,248千円
 

 

(リース取引関係) 

第18期(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで) 

当社は、開示すべきリース取引はありません。 

 

第19期(平成15年10月１日から平成16年９月30日まで) 

当社は、開示すべきリース取引はありません。
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(有価証券関係) 

第18期(平成15年９月30日現在) 

１ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 8,000 

 

第19期(平成16年９月30日現在) 

１ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 8,000 

 

(デリバティブ取引関係) 

第18期(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

第19期(平成15年10月１日から平成16年９月30日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

第18期(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで) 

当社は、退職金制度がありませんので、該当事項はありません。 

 

第19期(平成15年10月１日から平成16年９月30日まで) 

当社は、退職金制度がありませんので、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

第18期 
(平成15年９月30日現在) 

第19期 
(平成16年９月30日現在) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 千円

未払事業税 5,713 

ゴルフ会員権評価損 9,332 

役員退職慰労引当金否認額 19,085 

その他 1,870 

繰延税金資産合計 36,000 

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 ― 

繰延税金資産の純額 36,000 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 千円

未払事業税 5,388 

ゴルフ会員権評価損 10,545 

役員退職慰労引当金否認額 21,020 

その他 3,047 

繰延税金資産合計 40,000 

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 40,000 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な原因別項目別の内訳 

 ％ 

法定実効税率 42.4 

(調整)  

交際費等損金不算入項目 5.4 

留保金課税 2.2 

その他 3.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.0 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な原因別項目別の内訳 

 ％ 

法定実効税率 41.4 

(調整)  

交際費等損金不算入項目 2.6 

留保金課税 2.7 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5 
 

３ 地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第９

号)が平成15年３月31日に公布されたことに伴い、当事業

年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平

成16年10月１日以降解消が見込まれるものに限る。)に使

用していた法定実効税率は、前事業年度の42.4％から

41.4％に変更されております。その結果、繰延税金資産

の金額が1,000千円減少し、当事業年度に計上された法人

税等調整額が同額増加しております。 

 

 

(持分法損益等) 

第18期(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

第19期(平成15年10月１日から平成16年９月30日まで) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

第18期(平成14年10月１日から平成15年９月30日まで) 

該当事項はありません。 

 

第19期(平成15年10月１日から平成16年９月30日まで) 

該当事項はありません。
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(１株当たり情報) 

 

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

１株当たり純資産額 141,909円84銭

１株当たり当期純利益金額 9,162円12銭

１株当たり純資産額 159,171円32銭

１株当たり当期純利益金額 17,261円48銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採

用しておりますが、当社株式は非上場・非登録であり期

中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採

用しておりますが、当社株式は非上場・非登録であり期

中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計

基準」(企業会計基準第２号平成14年９月25日)及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第４号平成14年９月25日)を適用して

おります。 

なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用し

て算定した場合においても１株当たり情報に影響はあり

ません。 

  

 

(注) １株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第18期 

(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

当期純利益(千円) 56,347 106,158

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 56,347 106,158

期中平均株式数(株) 6,150 6,150

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ9の規定に基
づく新株引受権（目的となる株
式の数の残高197株）。 

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

旧商法第280条ノ９の規定に基

づく新株引受権(目的となる株

式の数の残高181株)。 

なお、概要は「第４ 提出会社
の状況、１ 株式の状況、(2) 
新株予約権等の状況」に記載の
とおりであります。 
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(重要な後発事象) 

第18期 
(平成14年10月１日から 
平成15年９月30日まで) 

第19期 
(平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで) 

 平成16年11月16日開催の取締役会において、普通株

式をブックビルディング方式により発行する決議を

行なっております。その概要は以下のとおりでありま

す。 

① 発行株式数          1,000株 

② 発行価額     １株につき600,000円 

③ 発行総額         600,000千円 

④ 発行価額のうち 

資本へ組み入れる額    300,000千円 

⑤ 払込期日       平成16年12月15日 

⑥ 申込期間      平成16年12月 9日から 

平成16年12月13日まで 

⑦ 資金の使途         運転資金 
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６．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

当社の業態は、生産活動を行っておりませんので、記載を省略いたします。 

 
(2) 受注実績 

第 19 期における受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

 

 
第19期 

平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで 

事業部門 受注高 前年同期比 受注残高 

 千円 ％ 千円

エスコ事業 1,350,657 104.5 582,857 

エスコ関連材料販売事業 260,225 255.7 － 

その他事業 45,029 221.0 － 

合計 1,655,911 117.0 582,857 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

(3) 販売実績 

第 19 期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

第19期 

事業部門別 平成15年10月１日から 
平成16年９月30日まで 

前年同期比 

 千円 ％

エスコ事業 1,355,729 140.4 

エスコ関連材料販売事業 260,225 255.7 

その他事業 45,029 221.0 

合計 1,660,984 152.6 

(注) １ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 主要な販売先は以下のとおりであります。 

 

第18期 第19期 

平成14年10月１日から 

平成15年９月30日まで 

平成15年10月１日から 

平成16年９月30日まで 
相手先 

金額 割合 金額 割合 

 千円 ％ 千円 ％

富山日立株式会社 － － 359,626 21.7

(注)1 第18期における富山日立株式会社に対する売上高は106,879千円（9.8％）であります。 

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。  
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７．役員の移動 

（1） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

（2） その他の役員の異動（平成 16 年 12 月 27 日付予定） 

① 新任予定取締役 

取締役 嘉納 毅 
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